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　　　令和 6年度岡山県一般会計補正予算（第 6号）

　令和 6年度岡山県一般会計の補正予算（第 6号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
第 1条　歳入歳出予算の総額 785,514,516千円に歳入歳出それぞれ 9,443,043 千
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ794,957,559千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第 2条　繰越明許費の追加及び変更は、「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）
第 3条　地方債の追加及び変更は、「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正
　　　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
9　 国 庫 支 出 金 82,016,597 9,129,583 91,146,180

2　 国 庫 補 助 金 43,615,628 9,122,154 52,737,782

3　 委 託 金 873,624 7,429 881,053

12　 繰 入 金 46,036,889 125,260 46,162,149

2　 基 金 繰 入 金 44,665,420 125,260 44,790,680

14　 県 債 60,325,700 188,200 60,513,900

1　 県 債 60,325,700 188,200 60,513,900

歳 入 合 計 785,514,516 9,443,043 794,957,559
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　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
2　 総 務 費 44,779,630 348,556 45,128,186

2　 企 画 費 4,557,883 83,250 4,641,133

3　 地 方 振 興 費 3,400,418 63,130 3,463,548

8　 県 民 生 活 費 2,001,905 78,429 2,080,334

9　 防 災 費 1,659,781 120,000 1,779,781

10　 環 境 費 4,955,653 3,747 4,959,400

3　 民 生 費 125,440,815 3,440,749 128,881,564

1　 社 会 福 祉 費 99,169,220 3,303,475 102,472,695

2　 児 童 福 祉 費 25,249,730 134,266 25,383,996

3　 生 活 保 護 費 1,018,785 3,008 1,021,793

4　 衛 生 費 15,320,529 2,455,707 17,776,236

1　 公 衆 衛 生 費 6,205,607 62,356 6,267,963

2　 環 境 衛 生 費 1,900,272 140 1,900,412

4　 医 薬 費 5,475,713 2,393,211 7,868,924

6　 農林水産業費 38,002,230 2,032,129 40,034,359

1　 農 業 費 11,990,648 13,126 12,003,774

2　 畜 産 業 費 3,137,607 1,689,858 4,827,465

4　 林 業 費 7,860,061 179,145 8,039,206

5　 水 産 業 費 1,598,042 150,000 1,748,042

7　 商 工 費 14,169,367 1,007,957 15,177,324

1　 商 業 費 2,910,295 1,007,957 3,918,252

8　 土 木 費 83,728,889 28,572 83,757,461

4　 港 湾 費 6,581,453 957 6,582,410

5　 都 市 計 画 費 2,527,608 23,459 2,551,067

6　 住 宅 費 1,189,199 4,156 1,193,355

10　 教 育 費 154,069,670 129,373 154,199,043

1　 教 育 総 務 費 34,781,645 81,437 34,863,082

7　 社 会 教 育 費 2,571,484 12,792 2,584,276

8　 保 健 体 育 費 1,190,440 35,144 1,225,584

歳 出 合 計 785,514,516 9,443,043 794,957,559
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第 2表　 繰越明許費補正
　 1　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円
2　  総 務 費

2　 企 画 費 国土調査事業 77,747

3　 地 域 振 興 費 犯罪のない安全で安心な岡山県づくり
推進事業

62,000

8　 県 民 生 活 費 生活交通確保対策事業 72,000

9　 防 災 費 避難所生活環境改善資機材等整備事業 120,000

3　 民 生 費

1　 社 会 福 祉 費 障害者総合支援推進事業 821,091

障害者福祉施設整備事業 446,854

介護保険施行事業 1,891,509

2　 児 童 福 祉 費 子ども・子育て支援新制度等事業 86,847

児童福祉施設事業 9,652

3　 生 活 保 護 費 生活保護等対策事業 3,008

4　 衛 生 費

1　 公 衆 衛 生 費 口腔衛生対策事業 30,000

新型インフルエンザ等対策推進事業 18,611

4　 医 薬 費 医療施設等施設整備事業 432,389

医事指導管理事業 751,744

地域保健医療体制推進事業 1,182,883

薬事関係事業 26,195

6　 農林水産業費

1　 農 業 費 農業経営基盤強化促進対策事業 12,190

2　 畜 産 業 費 畜産経営安定推進事業 1,689,858

4　 林 業 費 森林管理システム市町村等支援事業 10,000

花粉削減・グリーン成長総合対策事業 119,879

森林保全管理事業 44,100

おかやまの森林・林業を支える担い手
対策事業

4,300

5　 水 産 業 費 栽培漁業事業 150,000

10　 教 育 費

1　 教 育 総 務 費 県立学校ＩＴ基盤整備事業 13,800

私学助成費 57,812

8　 保 健 体 育 費 健康教育振興事業 33,409
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　 2　変　　　更

款 項 事　　 業　　 名 補正前 補正後

千円 千円
7　 商 工 費

1　 商 業 費 産業労働総合対策事業 1,207,950 2,215,907
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第 3表　 地 方 債 補 正
　 1　追　　　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

千円
総　　務　　債

避難所生活環境改善資機
材等整備事業費

37,100

　債券発行（他の
地方公共団体との
共同発行を含む。）
又は普通貸借の方
法により、財務省
その他から借り入
れるものとする。
　ただし、債券発
行の種類、様式及
び償還に関する細
目その他一切の事
項は、知事の定め
るところによる。
　工事又は財政の
都合により、起債
額の全部又は一部
を翌年度に繰延起
債することができ
る。

年5.5%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れるも
のについて、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　据置期間を含み
30カ年以内に償還
するものとする。
（償還の時期及び
償還金は、借入先
の融通条件に従う
ものとする。）
　ただし、県財政
の都合により、据
置又は償還期間中
といえども、償還
年限を短縮し、又
は繰上償還を行い、
若しくは借換を行
うことができる。
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　 2　変　　　更

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法 限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法
千円 千円

民　　生　　債

社会福祉施設整備
事業費

232,700

　債券発
行（他の
地方公共
団体との
共同発行
を含む。）
又は普通
貸借の方
法により、
財務省そ
の他から
借り入れ
るものと
する。
　ただし、
債券発行
の種類、
様式及び
償還に関
する細目
その他一
切の事項
は、知事
の定める
ところに
よる。
　工事又
は財政の
都合によ
り、起債
額の全部
又は一部
を翌年度
に繰延起
債するこ
とができ
る。

年5.5%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れるも
のについ
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率）

　据置期
間を含み
30カ年以
内に償還
するもの
とする。
（償還の
時期及び
償還金は、
借入先の
融通条件
に従うも
の と す
る。）
　ただし、
県財政の
都合によ
り、据置
又は償還
期間中と
いえども、
償還年限
を短縮し、
又は繰上
償還を行
い、若し
くは借換
を行うこ
とができ
る。

383,800

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ
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